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 各  位 

 

 

小城市長 江里口 秀次 

（公 印 省 略）  

 

 

テイクアウト・デリバリーのできる店舗について 

 

 平素より小城市商工行政につきましては多大なるご協力を賜り誠にありがとうございます。 

 小城市では、新型コロナウイルス感染症対策で売上げに影響を受けている飲食店を応援するため、インター

ネット上のデリバリー・テイクアウトができる店舗の情報を収集することとしました。 

 つきましては、ご賛同いただけましたら、下記により店舗情報を提供していただきますようお願いします。 

 

記 

 

【提出方法】＜裏面＞申込書をメールまたは郵送でお送りください。 

【送り先】 メールの場合 shoukoukankou@city.ogi.lg.jp 

            郵送の場合  〒845-8511 小城市三日月町長神田 2312-2 

             小城市役所商工観光課 

【お問い合わせ】小城市役所商工観光課 電話 0952-37-6129 

        またはメールで shoukoukankou@city.ogi.lg.jp 

  

＜お読みください＞ 

1. 記入された事項は飲食店紹介サイト等に情報提供します。  

2. 申し込み期限はありません。提出いただいた情報から順次掲載します。 

なお、公開した情報に変更がある場合は、すみやかに小城市商工観光課にご連絡

ください。 
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小城市 テイクアウト・デリバリー登録申し込み書 

 

1. 店舗名  

2. 店舗所在地（住所）  

3. 電話番号  

4. 営業時間  

5. 店休日  

6. 料理等の種類 

（主なメニューなど） 

例：カレーとピザ 和食弁当  

7. 店舗のホームページ

URL や SNS の ID など 

 

8. テイクアウト（持ち帰

り）※どちらかに〇 

・OK  ・していない 

⇒対応時間（受付：  時   分まで） 

9. デリバリー（配達） 

※どちらかに〇 

・OK  ・していない 

⇒対応エリア（チェックしてください。） 

 □小城市内全域 □小城町 □三日月町 □牛津町 □芦刈町 

10. メニューの掲載 する しない 

メニューを掲載する場合は、この申込書と一緒にメニュー表をお送りくだ

さい。  ※メールで送る場合はメニューを写真に撮って送付しても可 

 

★今後、小城市役所の敷地内などでテイクアウト商品（お弁当など）の販売が可能になった場合、 

販売を希望しますか。   → する ・ しない 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

【提出方法】 

 申請書に必要事項を記入してメール、または郵送でお送りください。申込書の必要事項をメールに書いて送

っていただいても結構です。 

<送付先>    

 
【メールで送る】 

shoukoukankou@city.ogi.lg.jp    

 

ここからメールが送れます。 

【郵送で送る】    

〒845-8511 

 小城市三日月町長神田 2312-2 

 小城市役所商工観光課 宛 

 ★メニューや写真を一緒に送ってください。 
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